
制度の所管･関係府省庁

法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省

求める措置の具体的内容

地方管理空港における国際ビジネス機受入に限って、出入国の際に必要となる税関、入国管理、検疫のい

わゆるＣＩＱ業務を、希望する都道府県に移譲すること。

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

【支障】

ＣＩＱ業務は、関税法などにもとづき、国の職員が行っているが、国際定期便の運航頻度が少ない地方管理

空港では、国の職員が常駐しておらず、運航時に出張対応するケースが多い。このため、国際ビジネス機

（運航申請が直前でかつ変更も多い、１便当たりの搭乗者数は少ない）の運航希望に対して空港のスロット、

スポットに余裕があってもＣＩＱ体制の制約から臨機応変な対応ができない。

【改正の必要性】

国際ビジネス機に限り、空港管理者である自治体がＣＩＱ業務を行うことができるよう、権限を移譲し、臨機応

変なＣＩＱ業務を可能とする。この趣旨は、首都圏に集中している国際ビジネス機の受入を、意欲のある地方

で進めることにより、経済への刺激や、閉鎖的と思われている日本のビジネスジェット環境の改善につなげる

ものである。

【効果】

運航計画の変更も頻繁に行われる国際ビジネス機の地方空港離発着に対して、県が機動的に対応すること

により、利用者の利便性の向上が図られることや、ビジネスジェットに関連した新産業の創出、地方空港の利

活用促進などがある。

【懸念の解消策】

移譲後は法定受託事務とし、国からマニュアル提供、県からの研修派遣により、水準を維持し、事務執行す

る。ビジネス機は、社会的地位や知名度が高い利用者が多く、身元がハッキリしており、搭乗人員も少ないこ

とから県の体制でも出入国者等を管理できる。さらに、不測の事態に備えた訓練、国等との連携の徹底な

ど、水準維持に万全の体制を整える。

提案区分 A　権限移譲 提案分野 その他

提案事項
（事項名）

国際ビジネス機受入の際のＣＩＱ業務の移譲

提案団体 佐賀県

管理番号 2

根拠法令等

出入国管理及び難民認定法第6条

関税法第15条の3

検疫法第4条

植物防疫法第6条、第8条

家畜伝染病予防法第38条、第40条

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項

法務省　検討要請項目
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制度の所管･関係府省庁

厚生労働省、法務省

求める措置の具体的内容

「医学物理士」の臨床修練制度対象者への追加や、外国人医師の臨床修練期間の弾力的運用を可能にす

ること。

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

【現行】

外国医師等が行う臨床修練は、医師、歯科医師、助産師等が対象とされているが、粒子線治療を行うために

必要不可欠である「医学物理士」は対象となっていない。

【制度改正の必要性】

粒子線治療を行うためには、個々人の人材育成ではなく、治療を担うスタッフ全員を対象としたチームとして

の人材育成が不可欠である。

その中で粒子線治療には大学院で物理を履修した「医学物理士」の存在が重要となるが現在の臨床修練制

度ではこのような人材は対象となっていないことから、粒子線治療の普及・発展の観点からも制度の対象と

することは必要である。

また、現状の２年という臨床修練期間では、一連の技術習得には十分な期間が担保できない（日本人（大学

院博士課程で物理を履修）の場合であってもその教育に２年はかかる）ことから、臨床修練期間の弾力的運

用は必要である。

【別案】

粒子線医療は、医学物理士も含めたチーム医療で成立することから、臨床修練制度への位置付けが必要と

考えるが、国家資格ではないという理由で　「医学物理士」の臨床修練制度への位置付けが困難な場合は、

出入国管理法及び難民認定法の別表第一の二に規定される在留資格「研修」の在留期間として「２年」を追

加し、「外国人医師等臨床修練制度」と同期間の在留期間とすることで対応可能。

提案区分 C　A又はBに関連する見直し 提案分野 医療・福祉

提案事項
（事項名）

医師臨床修練制度（外国人医師、看護師など）に関する規制緩和等

提案団体    兵庫県【共同提案】徳島県

管理番号 801

根拠法令等

外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第17条等の特例等に関する法律第２条第４号、第３条

（出入国管理法及び難民認定法）

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項

法務省　検討要請項目
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制度の所管･関係府省庁

法務省

求める措置の具体的内容

不動産登記の登記事項証明書、地図の証明書や商業・法人登記の登記事項証明書、印鑑証明書などの交

付事務について、市が直接行うことができるように権限移譲を要望する。

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

岡山地方法務局新見支局の廃止統合に伴い、各種証明書の交付申請について、本市利用者の利便性が大

きく損なわれ、本市利用者の時間的経済的負担が増加している。

また、法務局庁舎外の市役所庁舎などで、登記に関する証明書を取得することができる法務局窓口としての

「法務局証明サービスセンター」を設置し、“民間委託”により、各種証明書交付事務を行っている自治体もあ

るが、本市で同様の事務を“直接”行うことは、法により制限されている。

本市が直接、各種証明書の交付を行うことにより、法務局支局の廃止統合前の新見地域での交付が可能と

なり、利用者の時間的経済的負担が大幅に改善される。

提案区分 A　権限移譲 提案分野 その他

提案事項
（事項名）

法務業務に係る各種証明書交付事務の権限移譲

提案団体 新見市

管理番号 6

根拠法令等

不動産登記法第１１９条及び第１２０条、商業登記法第１０条及び第１２条

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項

法務省　検討要請項目
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制度の所管･関係府省庁

法務省

求める措置の具体的内容

鎌ケ谷市で実施している住民票取次所の交付に、戸籍謄抄本の交付を追加する。本市では、申請者からの

電話予約により、住民票を民間商店や公民館等を取次所として配達し、市役所開庁時以外でも交付できるよ

うにしています。しかし、戸籍謄抄本については、法務省からの通知（回答）により電話予約による交付がで

きません。市役所開庁時以外の休祭日及び最寄りの取次所での戸籍謄抄本の交付を要望する市民も多く住

民サービスの向上につながります。

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

鎌ケ谷市は、千葉県北西部に位置し人口約１０万人、面積約２千ｈａで、支所、出張所（１カ所）が無く、住民

サービスとして住民票の取次所での交付を実施しています。取次所では休祭日や夜間でも交付が可能で

す。民間取次所７か所、公共８か所、平成２５年度実績７５３件。一方、戸籍謄抄本については、平日窓口と

郵送請求のみ交付が可能で、電話予約による時間外や休祭日については法務省通知（回答)で交付不可で

あることを住民に説明しています。住民からの戸籍交付に関する問合わせについては、１日に５件程、月曜

日は特に多く１日１０件以上です。例としては、パスポートの申請や婚姻届、転籍届などの添付書類、携帯電

話の家族割に使用するので戸籍交付の電話問合せがあり、仕事の関係で平日来庁は困難であることから、

身近な住民サービスである取次所での戸籍謄抄本の交付を要望されることが多々あります。

戸籍謄抄本の電話予約受付手順としては、電話予約時に、申請人等の住所、氏名、生年月日、本籍地、電

話番号、必要な理由（使用目的）を聞いて交付書類を取次所に配送します。本籍地に違いがある場合は、配

送できない旨の連絡をしますが、本籍地に相違があることを伝えるだけですので、法務省回答にある、本籍

地を教示することや対象戸籍の有無については、電話連絡者に回答することはありません。また、電話予約

の対象を戸籍謄抄本のみとして、除籍、改製原戸籍、戸籍の附票（住所の遍歴）を交付対象外にすることか

ら、個人の所在探索を助長する恐れはありません。

提案区分 B　地方に対する規制緩和 提案分野 その他

提案事項
（事項名）

住民票取次所における戸籍謄抄本の交付の可能化

提案団体 鎌ケ谷市

管理番号 255

根拠法令等

戸籍法第１０条第１項及び第３項

平成２年７月３０日付法務省民２第３１７８号民事局第二課長回答「戸籍謄抄本の電話予約による平日時間

外又は休祭日等の交付は認められない」

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項

法務省　検討要請項目
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制度の所管･関係府省庁

法務省

求める措置の具体的内容

市町村は、法務局からの指導により、戸籍の届出があった場合、その内容が戸籍システムに反映されるま

で、戸籍の証明書の発行禁止処理を行っている。これを見直し、届出を受領した「受領日」と、処理を行った

「受理日」を戸籍に記載し、効力は「受領日」に遡って発生することとする取り扱いにより発行禁止処理を撤廃

するよう提案する。

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

【提案概要】市町村は、法務局からの指導により、戸籍の届出があった場合には、届出の内容が反映されて

いない証明書が発行されないよう、届出の内容が戸籍システムに反映されるまでの間、戸籍の証明書の発

行禁止処理を行うことが求められている。

そのため、開庁時間外の戸籍の届出については、職員が常駐していない限り証明書を発行することができな

いことから、コンビニエンスストアにおける交付も開庁時間内のみとせざるを得なくなる。

したがって、開庁時間外にも戸籍の証明書を発行することができるよう処理基準を見直し、届出を受領した

「受領日」と、処理を行った「受理日」を戸籍に記載することにより、戸籍の受理は「受理日」とするが、効力は

「受領日」に遡って発生することとする取り扱いを提案する。

なお、現在の処理基準の下でも、戸籍の届出を本籍地以外の市町村で受領する場合は、戸籍システムを操

作できるのが本籍地市町村の職員のみであることから、受領の時点で発行禁止処理を行うことはできず、本

籍地市町村に届出書類が転送され処理が行われた時点で、民法に基づき届出時点に遡って効力が発生す

るとされている。（本籍地市町村が受領市町村から書類の送付を受けた日を入力している。）

【支障事例】本市においてもコンビニ交付の導入を検討しているが、戸籍の証明については開庁時間しか発

行できないとなれば、市民サービスの点でコンビニ交付のメリットを活かしきれない。

提案区分 B　地方に対する規制緩和 提案分野 その他

提案事項
（事項名）

戸籍の届出があった場合の証明書発行禁止処理の撤廃

提案団体 神戸市

管理番号 433

根拠法令等

戸籍法第１条、第３条、第４条

平成１３年１２月１２日付法務省民一第３０４７号札幌法務局長あて民事局長回答

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項

法務省　検討要請項目
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制度の所管･関係府省庁

総務省、法務省

求める措置の具体的内容

住民票の写し等の交付請求に対する交付・不交付の決定や請求等に関する審査以外の業務については、

「市町村の適正な管理下」にあれば民間事業者が行うことができるとされている。また、戸籍謄抄本の交付

請求や戸籍の届出に関して「事実上の行為又は補助的行為」について「市町村職員が常駐し、不測の事態

等に際しては当該職員自らが臨機適切な対応を行うことができる体制であれば」民間事業者がその業務を

行うことができるとされている。ICTの利活用を含めて本庁舎の市民課職員と密に連携し「適正な管理下又は

臨機適切な対応ができる体制」があれば、必ずしも同一施設内に市職員が常駐しない場合でも業務の委託

をすることができるようにしていただきたい。

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

当市においても市政窓口において業務委託を実施しているが、ICTの利活用を含めて職員が（遠隔で）適正

な指示を行うことにより、職員が常駐する場合と同様に、不測の事態等に際しても臨機適切な対応が可能と

考える。

提案区分 B　地方に対する規制緩和 提案分野 その他

提案事項
（事項名）

住民基本台帳関係事務及び戸籍事務に係る市窓口業務の委託に係る規制緩和

提案団体 三鷹市

管理番号 833

根拠法令等

(総務省関係）平成20年3月31日付総行市第75号、総行自第38号、総税企第54号「住民基本台帳関係の事

務等に係る市町村の窓口業務に関して民間事業者に委託することができる範囲について」、平成20年9月9

日付総務省自治行政局市町村課事務連絡「住民基本台帳関係の事務等に係る市町村の窓口業務の民間

委託に関する質疑応答について」

（法務省関係）平成25年3月28日付法務省民一第317号「戸籍事務を民間事業者に委託することが可能な業

務の範囲について（通知）」

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項

法務省　検討要請項目
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制度の所管･関係府省庁

総務省、法務省

求める措置の具体的内容

住民票の写しや戸籍等抄本などの証明書等の交付については、本人等が取得する場合には、交付・不交付

の決定や請求内容等の審査においても困難でないと考えられるため、証明書等の交付において交付・不交

付の決定や請求内容の審査を民間事業者が行うことができるようにしていただきたい。

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

証明書等の交付については、自動交付機やコンビニ交付も普及している状況である。

異例ないし困難な事例については、職員が決定や審査を行うこととし、平易な事案については委託すること

が可能と考える。

提案区分 B　地方に対する規制緩和 提案分野 その他

提案事項
（事項名）

住民基本台帳関係事務及び戸籍事務に係る証明書等の交付に係る規制緩和

提案団体 三鷹市

管理番号 834

根拠法令等

(総務省関係）平成20年3月31日付総行市第75号、総行自第38号、総税企第54号「住民基本台帳関係の事

務等に係る市町村の窓口業務に関して民間事業者に委託することができる範囲について」、平成20年9月9

日付総務省自治行政局市町村課事務連絡「住民基本台帳関係の事務等に係る市町村の窓口業務の民間

委託に関する質疑応答について」

（法務省関係）平成25年3月28日付法務省民一第317号「戸籍事務を民間事業者に委託することが可能な業

務の範囲について（通知）」

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項

法務省　検討要請項目
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制度の所管･関係府省庁

法務省

求める措置の具体的内容

人権擁護に関する諸事務のうち、人権擁護委員の委嘱に関する事務権限全般について、法務省から指定都

市及び希望する市町村へ移譲する。

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

【制度改正の経緯】

法務省は、平成25年に人権擁護委員の委嘱に関する事務権限全般について全国の地方自治体に一律・一

斉に移譲する事務と整理した旨の見解を示した。一方、「全国一律」の移譲について、全国市長会が反対意

見を表明し、第４次見直しの対象とはならなかった。

【支障事例】

法務大臣が委嘱することで、結果として保護司等が兼務する例が多くなるため、人権擁護委員の活動に専

念しづらく支障をきたす事例が散見される。また、就任した委員が、各市町村への帰属意識を持ちづらい場

合があるなど、市町村との円滑な連携に支障をきたしている。この点、法務省における平成25年の検討等の

後も、依然として支障がある状況に変わりはない。

【制度改正の必要性】

事務権限全般について移譲を受けることで、市民に身近な基礎自治体において、地域の実情に即した活動

を行うことが可能となる。また、基礎自治体で委嘱に係る事務を担当することで、人権擁護委員に基礎自治

体の人権施策と連携する意識づけの効果が生じ、相談、啓発等の事業について、より一層連携を進めること

が可能となるほか、人権擁護委員に民生委員など地域の実情を把握した人員を選任することが可能となる。

さらには、川崎市独自の制度である人権オンブズパーソン制度と、相談、啓発等の事業との連携をより一層

進めることが可能となる。

【懸念の解消策】

必ずしも権限移譲を希望しない市町村があることが想定されるが、手挙げ方式の採用により希望しない市町

村への権限移譲を回避することができる。

また、法務大臣表彰等を廃止し、あるいは叙勲対象から除外する場合は、これに代わる表彰制度を市町村

において検討する必要がある。

提案区分 A　権限移譲 提案分野 その他

提案事項
（事項名）

人権擁護委員の委嘱に関する事務権限の指定都市等への移譲

提案団体 川崎市

管理番号 661

根拠法令等

人権擁護委員法第６条

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項

法務省　検討要請項目
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制度の所管･関係府省庁

法務省

求める措置の具体的内容

人権啓発活動地方委託要綱及び人権啓発活動地方委託実施要領について、地方の自由度を高め、創意工

夫が可能となるよう更なる見直し・改正を行う。

また、委託要綱や実施要領の見直しを行うに当たり、地方の意見を採り入れるための仕組みを導入する。

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

【制度改正の経緯】

法務省が、第４次見直し時に、一定水準の人権啓発活動の確保という観点から、地方交付税交付金による

財源措置はできないという見解を示し、平成26年３月、人権啓発活動地方委託要綱及び人権啓発活動地方

委託実施要領の改正が行われた。

【支障事例】

平成26年の見直しにおいて、自由度の面での委託要綱の改正を行ったが十分ではなく、第10条で委託費の

種別相互間の配分変更の際に承認が必要であると定めていることや、実施要領の改正に伴い「ラッピングバ

スの運行」が削除され、また講師に対する講演料等謝金の上限額が２０万円に設定されていることなど、依

然として、事業執行に当たって制限となっている事項が多く残っており、創意工夫の妨げとなっている。また、

国による委託要綱等の見直しは、委託事業を実際に執行している地方の意見を採り入れる仕組みがない中

で行われていることから、必ずしも地方の創意工夫や円滑な事業執行を促すようなものとなっていない。

【制度改正の必要性】

地方の自由度を高めるために委託要綱等の更なる見直しを行うことで、指定都市の他の事業との一体的な

実施など創意工夫を活かした事業や、地域の実情や特性に合わせた効果的な活動や事業の展開が容易と

なる。また、地方の自由度が高まることで、地域特性に適した啓発を実施することが可能となり、全国一律的

に同一事業を実施することによる非効率を防ぐことができる。例えばラッピングバスは大都市以外の地域で

は効果が低いと推測されるが、大都市では効果的である。

さらに、地方の意見を採り入れる仕組みを導入することで、委託要綱等のより効果的な見直しにつながる。

【懸念の解消策】

懸念なし。

提案区分 B　地方に対する規制緩和 提案分野 その他

提案事項
（事項名）

人権啓発活動地方委託要綱及び人権啓発活動地方委託実施要領の改正

提案団体 川崎市

管理番号 662

根拠法令等

人権啓発活動地方委託要綱

人権啓発活動地方委託実施要領

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項

法務省　検討要請項目
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制度の所管･関係府省庁

法務省

求める措置の具体的内容

人権擁護委員候補者の推薦に当たり、議会の意見を聞く義務付けを廃止する。

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

人権擁護委員の推薦には、人選、推薦日程等かなりの労力を要している。

委員の再任、新任とも適任者と思って推薦したくともなかなか了解を得られないこともあり、かなりの日程が

必要である。併せて、議会に承認を得るためには任期満了の半年以上も前から選任の作業にかかり、議会

提案のための議案作成が必要になることから、この承認手続きにかかる作業を少しでも省略することができ

れば、本人の了承を得たのちすぐに法務大臣への推薦が可能となり、手続き的に負担が軽減される。また、

議会提案では承認されなかったことはないため問題ないと考える。

提案区分 B　地方に対する規制緩和 提案分野 その他

提案事項
（事項名）

人権擁護委員推薦の議会諮問の廃止

提案団体 燕市

管理番号 15

根拠法令等

人権擁護委員法第6条第3項

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項

法務省　検討要請項目
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制度の所管･関係府省庁

法務省

求める措置の具体的内容

人権擁護委員候補者の推薦に当たり、議会の意見を聞く義務付けを廃止する。

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

人権擁護委員の推薦については、議会の意見を聞くことが義務付けられているため、推薦が必要となる都

度、市議会定例会に議案提出しているが、推薦手続きにおいては、法務局が弁護士会及び人権擁護委員連

合会の意見を求める規定もあり、市町村議会の意見を義務付ける必然性はないと思われる。

地方議会の諮問の義務付けを廃止することで、国が委嘱する委員の市町村推薦手続きが簡素化され、議会

及び市町村の業務負担が減少する。

提案区分 B　地方に対する規制緩和 提案分野 その他

提案事項
（事項名）

人権擁護委員推薦の議会諮問の廃止

提案団体 栃木市

管理番号 103

根拠法令等

人権擁護委員法第6条第3項

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項

法務省　検討要請項目
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制度の所管･関係府省庁

法務省

求める措置の具体的内容

人権擁護委員候補者の推薦にあたり、議会の意見を聞く義務付けの廃止

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

人権擁護委員の候補者の推薦に当たっては、市長村長は市町村議会の意見を聞いて委員候補者を推薦す

ることが求められている。

人権擁護委員の任期は3年間であるが、任期満了日が、それぞれの委員によって異なるため、年4回の人権

擁護委員の任期の始期にあわせた推薦が必要で、該当委員の任期満了から逆算すると、半年以上前から

の事務作業を要し、その手続きが負担となっている。

また、居住する市町村を区域とする国の委員を市町村長が推薦後、議会諮問が必要なのは人権擁護委員

だけであり、行政相談員、民生委員などの推薦手続きと差がある。

以上のことから、事務手続き等の簡略化を図るため、人権擁護委員の推薦は市町村長の権限とし、議会の

意見を聞く義務付けの廃止を求める。

提案区分 B　地方に対する規制緩和 提案分野 その他

提案事項
（事項名）

人権擁護委員候補推薦の議会諮問の廃止

提案団体 萩市

管理番号 318

根拠法令等

人権擁護委員法第6条第3項

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項

法務省　検討要請項目
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